
　
親
の
面
倒
は
家
族
が
み
て
、自
分
が
年
老

い
た
時
は
子
ど
も
の
世
話
に
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
た
時
代
が
続
い
て
い
ま
し
た
。広
い
意
味
で
の

自
助
で
解
決
し
て
い
た「
介
護
問
題
」が
、少
子
化

な
ど
が
進
み
社
会
問
題
化
し
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
介
護
の
不
安
を
み
ん
な
で
支
え
る

制
度
と
し
て
、介
護
保
険
制
度
が
平
成
12
年
に
創

設
さ
れ
ま
し
た
。

　「
介
護
保
険
制
度
」は
、個
人
や
家
族
の
力
だ
け

で
は
対
応
で
き
な
い
問
題
を
国
民
が
互
い
に
助
け

合
う
仕
組
み
で
、介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
な
い
人
で
も
、40
歳
か
ら
介
護
保
険
料
を
負
担

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。少
子
高
齢
化
時
代
を

乗
り
切
る
た
め
日
本
の
共
助
や
公
助
の
精
神
が
基

本
と
な
っ
た
大
切
な
シ
ス
テ
ム
の一つ
で
、皆
さ
ま
の

保
険
料
が
大
変
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
料
と
は
？

　
介
護
保
険
制
度
は
、公
費
と
保
険
料
で
運
営
さ

れ
て
い
ま
す
。保
険
料
は
、65
歳
以
上
の
人（
１
号

被
保
険
者
）と
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
人（
２
号
被

保
険
者
）が
負
担
し
て
い
ま
す
。

　
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、保
険
者
に
よ
っ

て
基
準
額（
保
険
料
）が
決
め
ら
れ
、市
民
税
の
課

税
状
況
に
応
じ
て
負
担
を
し
て
頂
き
ま
す
。大
村

市
の
保
険
料
は
下
表
の
よ
う
に
９
段
階
に
分
け
て

負
担
調
整
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
県
内
21
保
険
者
の
う
ち
、大
村
市
の
保
険
料
は

６
番
目
に
安
く
、一
番
高
い
保
険
者
と
比
較
す
る
と

約
３
割
安
く
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
徴
収
方
法
は
？

　
介
護
保
険
料
は
、特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
２

種
類
に
大
き
く
分
け
ら
れ
ま
す
。65
歳
以
上
の
人

の
約
９
割
が
特
別
徴
収
で
、年
金
が
年
額
18
万
円

以
上
の
人
は
、年
金
か
ら
直
接
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　
新
し
く
65
歳
に
な
っ
た
人
や
市
内
に
転
入
し
た

人
は
、納
付
書
で
納
め
る
普
通
徴
収
で
、翌
年
か
ら

は
自
動
的
に
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

通
知
書
と
は
？

　
4
月
の
時
点
で
は
、ま
だ
皆
さ
ん
の
所
得
や
市

税
の
課
税
状
況
が
把
握
で
き
な
い
た
め
、特
別
徴

収
対
象
者
に
は
、「
介
護
保
険
料
特
別
徴
収
仮
徴

収
額
通
知
書
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。こ
の
通
知
書

に
記
載
し
て
い
る
金
額
は
、前
年
度
2
月
分
と
同

額
の
た
め
、平
成
24
年
度
か
ら
は
4
月
の
通
知
を

廃
止
し
、7
月
の
決
定
通
知
に
記
載
し
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　
7
月
に
入
る
と
市
か
ら「
介
護
保
険
料
納
入
通

知
書
兼
特
別
徴
収
決
定
通
知
書
」を
送
付
し
ま

す
。先
に
天
引
き
し
た
4
月
、6
月
、8
月
の
保
険

料
を
年
間
保
険
料
か
ら
差
し
引
い
た
も
の
を
10

月
、12
月
、２
月
に
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
金
額
の

お
知
ら
せ
で
す
。

国・県・市

の
税
金

１
号
被
保
険
者

65
歳
以
上

２
号
被
保
険
者

40
歳
〜
64
歳

50
％

20
％

30
％

◆
負
担
割
合

保険料の決まり方 65歳以上の人の保険料は、平成21年度から平成23年度までの
3年間の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」を
もとに、みなさんの所得に応じて決まります。

◎あなたの介護保険料段階を確認しておきましょう

第１段階

 〃 ２ 〃

 〃 ３ 〃

 〃 ４ 〃

 〃 ５ 〃

 〃 ６ 〃

 〃 ７ 〃

 〃 ８ 〃

 〃 ９ 〃

基準額×0.75

基準額×0.85

基準額×1.0

基準額×1.1

基準額×1.25

基準額×1.5

基準額×1.75

基準額×0.5

３７，０８０円

４２，１２０円

４９，５６０円

５４，４８０円

６１，９２０円

７４，２８０円

８６，６４０円

２４,７２０円

生活保護を受けている人
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人

世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

世帯全員が市民税非課税で、第２段階以外の人

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円超の人

本人が市民税課税者で、
前年の合計所得金額が145万円未満の人

本人が市民税課税者で、
前年の合計所得金額が145万円以上220万円未満の人

本人が市民税課税者で、
前年の合計所得金額が220万円以上500万円未満の人

本人が市民税課税者で、
前年の合計所得金額が500万円以上の人

〈年 額〉

※保険料/年は、基準額に保険料率を乗じ、端数は処理しています。

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は、納め忘れのないようにしましょう。

基準額（年額）
4,130円（月）×12月＝49,560円

介護給付費などにかかる費用 × 65歳以上の人の負担分（20％）
市の65歳以上の人数=

保険料は基準額をもとに決められています

●保険料を納めはじめるのは…
　 １号被保険者として保険料を納めるのは、６５歳になった日の前日の属する月からです。
 　例）５月１日生まれ→４月分から　５月２日生まれ→５月分から

◎保険料を納めないでいると

　介護サービス費用の全額を利用者
がいったん自己負担し、申請により後
で保険給付分（費用の９割）が支払わ
れる形となります。

　利用者負担が１割から３割に上げ
られたり、高額介護サービス費が受け
られなくなります。

　介護サービス費用の全額を利用者が負担
し、申請後も保険給付の一部、または全部が差
し止めとなります。更に滞納が続くと、返還すべ
き負担分を滞納した保険料に充当します。

１年以上滞納すると １年６か月以上滞納すると ２年以上滞納すると

災害などの特別な事情があると認められたときは、保険料の減免や徴収の猶予を受け
られることがあります。納付が難しい人はご相談下さい。◎納付が難しいときはご相談を

明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない
人に支給されます。

収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除
した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

国民・厚生・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。
なお、障害・遺族・老齢福祉年金などは含みません。

老齢福祉年金

合計所得金額

課税年金収入額

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

市
民
税
を
納
め
て
い
る

納
め
て
い
る
人
が
い
る

同
じ
世
帯
に
市
民
税
を

合
計
所
得
金
額
は
？

前
年
の

１４５万円未満

１４５万円以上２２０万円未満

２２０万円以上５００万円未満

５００万円以上

前年の合計所得金額
＋

課税年金収入額が80万円以下

前年の合計所得金額
＋

課税年金収入額が80万円以下

受
給
し
て
い
る

老
齢
福
祉
年
金
を

はい

はい

はい

いいえ いいえ いいえ いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

はい
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な
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時
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の
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課
税
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況
が
把
握
で
き
な
い
た
め
、特
別
徴

収
対
象
者
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介
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仮
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付
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い
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金
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月
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同
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成
24
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4
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通
知
を

廃
止
し
、7
月
の
決
定
通
知
に
記
載
し
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　
7
月
に
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る
と
市
か
ら「
介
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保
険
料
納
入
通

知
書
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特
別
徴
収
決
定
通
知
書
」を
送
付
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ま

す
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に
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引
き
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4
月
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月
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月
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険
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険
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月
、２
月
に
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国・県・市

の
税
金
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号
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65
歳
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上

２
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保
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40
歳
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64
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％

◆
負
担
割
合

保険料の決まり方 65歳以上の人の保険料は、平成21年度から平成23年度までの
3年間の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」を
もとに、みなさんの所得に応じて決まります。

◎あなたの介護保険料段階を確認しておきましょう

第１段階

 〃 ２ 〃

 〃 ３ 〃

 〃 ４ 〃

 〃 ５ 〃

 〃 ６ 〃

 〃 ７ 〃

 〃 ８ 〃

 〃 ９ 〃

基準額×0.75

基準額×0.85

基準額×1.0

基準額×1.1

基準額×1.25

基準額×1.5

基準額×1.75

基準額×0.5

３７，０８０円

４２，１２０円

４９，５６０円

５４，４８０円

６１，９２０円

７４，２８０円

８６，６４０円

２４,７２０円

生活保護を受けている人
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人

世帯全員が市民税非課税で、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

世帯全員が市民税非課税で、第２段階以外の人

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は非課税で、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円超の人

本人が市民税課税者で、
前年の合計所得金額が145万円未満の人

本人が市民税課税者で、
前年の合計所得金額が145万円以上220万円未満の人

本人が市民税課税者で、
前年の合計所得金額が220万円以上500万円未満の人

本人が市民税課税者で、
前年の合計所得金額が500万円以上の人

〈年 額〉

※保険料/年は、基準額に保険料率を乗じ、端数は処理しています。

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は、納め忘れのないようにしましょう。

基準額（年額）
4,130円（月）×12月＝49,560円

介護給付費などにかかる費用 × 65歳以上の人の負担分（20％）
市の65歳以上の人数=

保険料は基準額をもとに決められています

●保険料を納めはじめるのは…
　 １号被保険者として保険料を納めるのは、６５歳になった日の前日の属する月からです。
 　例）５月１日生まれ→４月分から　５月２日生まれ→５月分から

◎保険料を納めないでいると

　介護サービス費用の全額を利用者
がいったん自己負担し、申請により後
で保険給付分（費用の９割）が支払わ
れる形となります。

　利用者負担が１割から３割に上げ
られたり、高額介護サービス費が受け
られなくなります。

　介護サービス費用の全額を利用者が負担
し、申請後も保険給付の一部、または全部が差
し止めとなります。更に滞納が続くと、返還すべ
き負担分を滞納した保険料に充当します。

１年以上滞納すると １年６か月以上滞納すると ２年以上滞納すると

災害などの特別な事情があると認められたときは、保険料の減免や徴収の猶予を受け
られることがあります。納付が難しい人はご相談下さい。◎納付が難しいときはご相談を

明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない
人に支給されます。

収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除
した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

国民・厚生・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。
なお、障害・遺族・老齢福祉年金などは含みません。

老齢福祉年金

合計所得金額

課税年金収入額

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

市
民
税
を
納
め
て
い
る

納
め
て
い
る
人
が
い
る

同
じ
世
帯
に
市
民
税
を

合
計
所
得
金
額
は
？

前
年
の

１４５万円未満

１４５万円以上２２０万円未満

２２０万円以上５００万円未満

５００万円以上

前年の合計所得金額
＋

課税年金収入額が80万円以下

前年の合計所得金額
＋

課税年金収入額が80万円以下

受
給
し
て
い
る

老
齢
福
祉
年
金
を

はい

はい

はい

いいえ いいえ いいえ いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

特集
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介
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基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
は
？

　
現
在
、無
作
為
抽
出
で
実
施
し
て
い
る「
日
常
生

活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
」は
、平
成
24
年
度
か
ら「
基
本

チ
ェッ
ク
リ
ス
ト
表
に
基
づ
く
調
査
」に
引
き
継
が
れ
、

平
成
26
年
度
ま
で
に
要
介
護（
支
援
）認
定
者
を
除

く
65
歳
以
上
の
人
全
員
を
対
象
に
実
施
す
る
こ
と

を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
細
か
い

状
況
を
お
尋
ね
し
ま
す
の
で
、デ
ー
タ
管
理
に
十
分

配
慮
し
た
取
り
扱
い
を
行
い
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、皆
さ
ん
の
健
康
状
態
を
判
断
し
、必

要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、個
人
ご
と
に
介
護
予
防
事

業
な
ど
を
紹
介
し
、皆
さ
ん
が
元
気
で
い
き
い
き
と
生

活
で
き
る
お
手
伝
い
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

  

介
護
認
定
申
請
の
問
題
点

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
人
は
、「
要
介

護
認
定
」の
申
請
が
必
要
で
す
。こ
の
申
請
の
費
用
は

市
が
負
担
し
ま
す
が
、必
要
に
迫
ら
れ
て
い
な
い
人
も

申
請
を
行
う
事
例
が
増
え
て
い
ま
す
。更
新
の
時
期

が
近
づ
く
と
市
か
ら
更
新
の
お
知
ら
せ
を
し
ま
す
が
、

　　
基
準
判
定
所
得
と
は
？

　
通
知
書
の
中
に
は
、「
賦
課
の
根
拠
」と
し
て「
基

準
判
定
所
得
」と
い
う
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の「
基
準
判
定
所
得
」と
は
、介
護
保
険
料
の
段

階
を
決
定
す
る
と
き
に
だ
け
利
用
す
る
金
額
で
す
。

　
土
地
の
収
用
な
ど
は
？

　
土
地
を
収
用
さ
れ
た
場
合
や
家
・
土
地
の
売
却
な

ど
の
所
得
が
あ
り
、特
別
控
除
の
適
用
を
受
け
る
人

は
、所
得
税
や
市
県
民
税
は
か
か
ら
な
い
の
に
、介
護

保
険
料
が
高
額
に
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。こ
れ

は
、合
計
所
得
金
額
の
算
定
の
仕
方
が
特
別
控
除
前

の
金
額
で
計
算
さ
れ
る
た
め
で
す
。介
護
保
険
料
は
、

実
際
に
得
た
収
入
金
額
を
も
と
に
判
定
し
ま
す
。

　
死
亡
し
て
い
る
の
に
保
険
料
を
？

　
７
月
に「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
兼
特
別
徴

収
決
定
通
知
書
」を
送
付
し
た
と
き
、亡
く
な
っ
て
い

る
の
に
な
ぜ
通
知
書
が
送
ら
れ
る
の
か
、と
い
う
質
問

も
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　
死
亡
し
た
場
合
、そ
の
月
の
保
険
料
は
か
か
り
ま
せ

ん
が
、５
月
に
亡
く
な
っ
た
場
合
は
４
月
分
が
、6
月

に
な
く
な
っ
た
場
合
は
、4
・
5
月
分
の
保
険
料
が
か
か

る
た
め
、そ
の
期
間
の
保
険
料
を
通
知
し
て
い
ま
す
。

　
65
歳
に
な
る
と
？

　
65
歳
に
な
っ
た
場
合
は
、誕
生
日
の
前
日
の
属
す

る
月
か
ら
保
険
料
が
か
か
り
ま
す
。例
え
ば
６
月
1

日
が
誕
生
日
の
場
合
、前
日
の
５
月
31
日
の
属

す
る
５
月
分
か
ら
保
険
料
は
か
か
り
ま
す
。

「
不
利
な
取
り
扱
い
だ
」と
ご
意
見
が
多
く
あ

り
ま
す
が
、年
金
は
５
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
め
な
い
と
？

　
保
険
料
の
滞
納
が
続
く
と
、未
納
期
間
の
サ
ー
ビ

ス
の一
時
差
し
止
め
や
利
用
者
負
担
の
割
合
が
１
割
か

ら
３
割
に
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
特
別
な
事
情
で
納
付
が
遅
れ
た
り
、支
払
え
な
い

人
は
、分
納
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。お
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
２
０
２
５
年
問
題
っ
て
？

　
団
塊
の
世
代
が
75
歳
に
突
入
す
る
２
０
２
５
年

は
、介
護
保
険
の
利
用
者
が
多
く
な
り
、介
護
給
付

費
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。こ
の
よ

う
に
社
会
保
障
費
が
増
え
る
問
題
を
２
０
２
５
年
問

題
と
い
い
目
前
に
迫
っ
て
い
ま
す
。介
護
給
付
費
の
財

源
収
入
を
安
定
化
さ
せ
る
う
え
で
、介
護
保
険
料
の

収
納
率
向
上
は
最
も
重
要
な
課
題
で
す
。

　
介
護
保
険
制
度
の
基
本
理
念
で
あ
る「
国
民
の
共

同
連
帯
・
相
互
扶
助
」に
基
づ
き
、健
全
な
制
度
を
運

営
す
る
た
め
、市
で
は
差
押
え
を
強
化
し
、公
平
な
負

担
納
付
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
介
護
保
険
料
の
改
定
は
？

　
介
護
保
険
制
度
で
は
、３
年
ご
と
に
保
険
料
を
設

定
し
て
お
り
、第
４
期
介
護
保
険
料
と
呼
ば
れ
る
平

成
21
〜
23
年
度
の
介
護
保
険
料
は
平
成
20
年
度
に

決
定
し
ま
し
た
。第
５
期
介
護
保
険
料
と
な
る
平
成

24
〜
26
年
度
の
保
険
料
は
、今
年
度
末
に
新
し
く
決

定
し
ま
す
。

　
第
４
期
介
護
保
険
料
は
、「
介
護
従
事
者
処
遇
改

善
臨
時
特
例
交
付
金
」に
よ
り
、介
護
報
酬
改
定
の

増
加
分
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た（
基
準
額
を

皆
さ
ん
か
ら
お
問
い
合
わ
せ
の
多
い

事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

59
円
下
げ
る
効
果
が
あ
り
ま
し
た
）が
、第
５
期
介
護

保
険
料
は
、高
齢
化
の
影
響
で
介
護
認
定
者
の
増
加

や
認
定
者
の
重
度
化
、介
護
報
酬
単
価
の
改
定
な
ど

か
ら
上
昇
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
新
し
い
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ
は
来
年
３
月
の
予

定
で
す
。

よ
く
あ
る
質
問

　
右
の
例
で
は
合
計
所
得
金
額
で
比
較
す
る
と
、B

さ
ん
が
負
担
能
力
は
大
き
く
見
え
ま
す
。し
か
し
、実

際
の
収
入
は
A
さ
ん
が
１
３
０
万
円
で
、B
さ
ん
が
30

万
円
に
な
り
、負
担
能
力
は
A
さ
ん
の
方
が
大
き
い

と
判
断
さ
れ
ま
す
。

　
従
っ
て
、基
準
判
定
所
得
を
前
年
の
合
計
所
得
金

額
＋
課
税
年
金
収
入
金
額
と
す
る
こ
と
で
、負
担
能

力
に
応
じ
た
段
階
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。 ①の場合

65歳以上の人で年金収入が130万円のとき

・年金所得 10万円

・基準判定所得＝10万円＋130万円＝140万円となります。

（例）
Aさん：年金収入 130万円 所得10万円→（合計所得金額10万円）
Bさん：不動産所得 30万円の場合→（合計所得金額30万円）

　年金は130万円しかもらっていないのに、判定が140万円となっていると

の問い合わせがあります。このような判定をする理由を説明します。

第2～5段階の場合
※基準判定所得

＝

前年の合計所得金額
＋

課税年金収入金額

上記以外の段階
※基準判定所得

＝

前年の合計所得金額

②

①

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
く
な
っ
た
時
は
、更
新
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
存
知
で
す
か
？

認
知
症
の
人
と
家
族
の
会（
わ
ら
べ
会
）

○
認
知
症
の
人
を
抱
え
て
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

○
あ
な
た
の
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
仲
間
は
い

　
ま
す
か
？

○
経
験
し
た
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
苦
労
が
た
く
さ
ん

　
あ
り
ま
す
。　

　
き
っ
と
あ
な
た
の
力
に
な
れ
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

 

と
　
き
　 

毎
月
第
３
水
曜
日

　
　
　
　  

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

 

と
こ
ろ
　 

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
　

 

電
　
話
　 

☎
52
６
０
１
０（
三
輪
）
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基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
は
？

　
現
在
、無
作
為
抽
出
で
実
施
し
て
い
る「
日
常
生

活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
」は
、平
成
24
年
度
か
ら「
基
本

チ
ェッ
ク
リ
ス
ト
表
に
基
づ
く
調
査
」に
引
き
継
が
れ
、

平
成
26
年
度
ま
で
に
要
介
護（
支
援
）認
定
者
を
除

く
65
歳
以
上
の
人
全
員
を
対
象
に
実
施
す
る
こ
と

を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
細
か
い

状
況
を
お
尋
ね
し
ま
す
の
で
、デ
ー
タ
管
理
に
十
分

配
慮
し
た
取
り
扱
い
を
行
い
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、皆
さ
ん
の
健
康
状
態
を
判
断
し
、必

要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、個
人
ご
と
に
介
護
予
防
事

業
な
ど
を
紹
介
し
、皆
さ
ん
が
元
気
で
い
き
い
き
と
生

活
で
き
る
お
手
伝
い
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

  

介
護
認
定
申
請
の
問
題
点

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
人
は
、「
要
介

護
認
定
」の
申
請
が
必
要
で
す
。こ
の
申
請
の
費
用
は

市
が
負
担
し
ま
す
が
、必
要
に
迫
ら
れ
て
い
な
い
人
も

申
請
を
行
う
事
例
が
増
え
て
い
ま
す
。更
新
の
時
期

が
近
づ
く
と
市
か
ら
更
新
の
お
知
ら
せ
を
し
ま
す
が
、

　　
基
準
判
定
所
得
と
は
？

　
通
知
書
の
中
に
は
、「
賦
課
の
根
拠
」と
し
て「
基

準
判
定
所
得
」と
い
う
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の「
基
準
判
定
所
得
」と
は
、介
護
保
険
料
の
段

階
を
決
定
す
る
と
き
に
だ
け
利
用
す
る
金
額
で
す
。

　
土
地
の
収
用
な
ど
は
？

　
土
地
を
収
用
さ
れ
た
場
合
や
家
・
土
地
の
売
却
な

ど
の
所
得
が
あ
り
、特
別
控
除
の
適
用
を
受
け
る
人

は
、所
得
税
や
市
県
民
税
は
か
か
ら
な
い
の
に
、介
護

保
険
料
が
高
額
に
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。こ
れ

は
、合
計
所
得
金
額
の
算
定
の
仕
方
が
特
別
控
除
前

の
金
額
で
計
算
さ
れ
る
た
め
で
す
。介
護
保
険
料
は
、

実
際
に
得
た
収
入
金
額
を
も
と
に
判
定
し
ま
す
。

　
死
亡
し
て
い
る
の
に
保
険
料
を
？

　
７
月
に「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
兼
特
別
徴

収
決
定
通
知
書
」を
送
付
し
た
と
き
、亡
く
な
っ
て
い

る
の
に
な
ぜ
通
知
書
が
送
ら
れ
る
の
か
、と
い
う
質
問

も
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　
死
亡
し
た
場
合
、そ
の
月
の
保
険
料
は
か
か
り
ま
せ

ん
が
、５
月
に
亡
く
な
っ
た
場
合
は
４
月
分
が
、6
月

に
な
く
な
っ
た
場
合
は
、4
・
5
月
分
の
保
険
料
が
か
か

る
た
め
、そ
の
期
間
の
保
険
料
を
通
知
し
て
い
ま
す
。

　
65
歳
に
な
る
と
？

　
65
歳
に
な
っ
た
場
合
は
、誕
生
日
の
前
日
の
属
す

る
月
か
ら
保
険
料
が
か
か
り
ま
す
。例
え
ば
６
月
1

日
が
誕
生
日
の
場
合
、前
日
の
５
月
31
日
の
属

す
る
５
月
分
か
ら
保
険
料
は
か
か
り
ま
す
。

「
不
利
な
取
り
扱
い
だ
」と
ご
意
見
が
多
く
あ

り
ま
す
が
、年
金
は
５
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
め
な
い
と
？

　
保
険
料
の
滞
納
が
続
く
と
、未
納
期
間
の
サ
ー
ビ

ス
の一
時
差
し
止
め
や
利
用
者
負
担
の
割
合
が
１
割
か

ら
３
割
に
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
特
別
な
事
情
で
納
付
が
遅
れ
た
り
、支
払
え
な
い

人
は
、分
納
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。お
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
２
０
２
５
年
問
題
っ
て
？

　
団
塊
の
世
代
が
75
歳
に
突
入
す
る
２
０
２
５
年

は
、介
護
保
険
の
利
用
者
が
多
く
な
り
、介
護
給
付

費
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。こ
の
よ

う
に
社
会
保
障
費
が
増
え
る
問
題
を
２
０
２
５
年
問

題
と
い
い
目
前
に
迫
っ
て
い
ま
す
。介
護
給
付
費
の
財

源
収
入
を
安
定
化
さ
せ
る
う
え
で
、介
護
保
険
料
の

収
納
率
向
上
は
最
も
重
要
な
課
題
で
す
。

　
介
護
保
険
制
度
の
基
本
理
念
で
あ
る「
国
民
の
共

同
連
帯
・
相
互
扶
助
」に
基
づ
き
、健
全
な
制
度
を
運

営
す
る
た
め
、市
で
は
差
押
え
を
強
化
し
、公
平
な
負

担
納
付
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
介
護
保
険
料
の
改
定
は
？

　
介
護
保
険
制
度
で
は
、３
年
ご
と
に
保
険
料
を
設

定
し
て
お
り
、第
４
期
介
護
保
険
料
と
呼
ば
れ
る
平

成
21
〜
23
年
度
の
介
護
保
険
料
は
平
成
20
年
度
に

決
定
し
ま
し
た
。第
５
期
介
護
保
険
料
と
な
る
平
成

24
〜
26
年
度
の
保
険
料
は
、今
年
度
末
に
新
し
く
決

定
し
ま
す
。

　
第
４
期
介
護
保
険
料
は
、「
介
護
従
事
者
処
遇
改

善
臨
時
特
例
交
付
金
」に
よ
り
、介
護
報
酬
改
定
の

増
加
分
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た（
基
準
額
を

皆
さ
ん
か
ら
お
問
い
合
わ
せ
の
多
い

事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

59
円
下
げ
る
効
果
が
あ
り
ま
し
た
）が
、第
５
期
介
護

保
険
料
は
、高
齢
化
の
影
響
で
介
護
認
定
者
の
増
加

や
認
定
者
の
重
度
化
、介
護
報
酬
単
価
の
改
定
な
ど

か
ら
上
昇
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
新
し
い
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ
は
来
年
３
月
の
予

定
で
す
。

よ
く
あ
る
質
問

　
右
の
例
で
は
合
計
所
得
金
額
で
比
較
す
る
と
、B

さ
ん
が
負
担
能
力
は
大
き
く
見
え
ま
す
。し
か
し
、実

際
の
収
入
は
A
さ
ん
が
１
３
０
万
円
で
、B
さ
ん
が
30

万
円
に
な
り
、負
担
能
力
は
A
さ
ん
の
方
が
大
き
い

と
判
断
さ
れ
ま
す
。

　
従
っ
て
、基
準
判
定
所
得
を
前
年
の
合
計
所
得
金

額
＋
課
税
年
金
収
入
金
額
と
す
る
こ
と
で
、負
担
能

力
に
応
じ
た
段
階
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。 ①の場合

65歳以上の人で年金収入が130万円のとき

・年金所得 10万円

・基準判定所得＝10万円＋130万円＝140万円となります。

（例）
Aさん：年金収入 130万円 所得10万円→（合計所得金額10万円）
Bさん：不動産所得 30万円の場合→（合計所得金額30万円）

　年金は130万円しかもらっていないのに、判定が140万円となっていると

の問い合わせがあります。このような判定をする理由を説明します。

第2～5段階の場合
※基準判定所得

＝

前年の合計所得金額
＋

課税年金収入金額

上記以外の段階
※基準判定所得

＝

前年の合計所得金額

②

①

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
く
な
っ
た
時
は
、更
新
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
存
知
で
す
か
？

認
知
症
の
人
と
家
族
の
会（
わ
ら
べ
会
）

○
認
知
症
の
人
を
抱
え
て
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

○
あ
な
た
の
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
仲
間
は
い

　
ま
す
か
？

○
経
験
し
た
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
苦
労
が
た
く
さ
ん

　
あ
り
ま
す
。　

　
き
っ
と
あ
な
た
の
力
に
な
れ
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

 

と
　
き
　 

毎
月
第
３
水
曜
日

　
　
　
　  

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

 

と
こ
ろ
　 

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
　

 

電
　
話
　 

☎
52
６
０
１
０（
三
輪
）

特集
あなたのそばに介護保険～大切なパートナー

特集
あなたのそばに介護保険～大切なパートナー
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